
●❷ ●❶

全国に約4,100ある土地改良区等と全国土地改良事業団体連合会及び47の都道府県土地改良事
業団体連合会の愛称で、人、物、情報のつながりにより、地域住民や都市住民と連携(ネットワーク)して、
「水」・「土」・「里」を作り出し、地域に開かれ、より身近に感じてもらえる組織を目指しております。

大正末期、本県における耕地事業が耕地整理を中心とし、飛躍的な発展を
遂げたことにより耕地整理組合が多数設立されました。耕地整理事業の健全
な発展と耕地整理組合並びにその他の事業者の連絡、協調、共同の利益増進
を目的に、大正15年4月に本会の前身である任意団体「栃木県耕地協会」が
設立されました。
その後この協会は、戦中、戦後の食糧増産の国策に沿い耕地整理、土地改
良事業の啓発普及、推進を図ってきました。昭和21年10月には“社団法人”へ
組織変更し、昭和24年の土地改良法施行を機に「社団法人栃木県土地改良
協会」と名称変更いたしました。
昭和32年に土地改良法が改正され、土地改良事業団体連合会が法制化さ

れたのに伴い、翌年5月19日に当時の農林省より設立認可を受け、同年6月
に社団法人栃木県土地改良協会を解散し、「栃木県土地改良事業団体連合
会」が設立(登記)されたのであります。

沿 革

事 業
（1）会員の行う土地改良事業(農業集落排水事業等の附帯事業を含む。以下

同じ)に関する技術的な指導その他の援助
（2）会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事
（3）土地改良事業に関する教育及び情報の提供
（4）土地改良事業に関する調査及び研究
（5）国又は栃木県の行う土地改良事業に対する協力
（6）農地の集団化の指導奨励
（7）その他、本会設立の目的を達成するため必要な事業

法人と
しての
性格・目的

本会は、土地改良法により設立が認められた公益性を強く有する特別な法
人であります。なお、法人としての性格は、組織形態等から社団法人に位置付
けられ、土地改良事業を行う者の協同組織として、土地改良事業の適切かつ
効率的な運営を確保し、共同の利益を増進することを目的としています。
本会は、その本旨に即した運営を確保するため、次の３点を原則としており

ます。
（1）営利を目的としない
（2）会員が任意に加入し、または脱退することができる
（3）会員の議決権が平等であること

支援体制の確保 水土里ネットとは

　貸借対照表の作成（複式簿記会計の導入）や監査等に関する相談体制を整えるほか、会計指導員等を活用し
た指導等を行います。

複式簿記会計サポートセンター

相 談 内 容
会計書類の作成に関する相談

会計ソフト（操作除く）に関する相談

資産評価に関する相談

監査に関する相談
会計指導員・税理士

サポートセンター

土地改良区等

（県土連内）
相談

会計書類の作成に関する相談
会計ソフト（操作除く）に関する相談

資産評価に関する相談
監査に関する相談

電話・メールによる

電話・メール・訪問等による

指導

　ため池の適正な保全管理のための啓発並びに災害発生
の未然防止を図るための技術的支援を行い、ため池の保全
管理体制を強化しています。
　当センターでは、地域の防災・減災に役立てていただくた
め、専門技術者による相談窓口や現地の助言・技術指導等
を全力でサポートします。

とちぎため池保全サポートセンター

「水」・・・・・農業用水・地域用水など
「土」・・・・・土地・農地・土壌など
「里」・・・・・農村空間、農家や地域住民が一体となった
　　　 生活空間など

み
ど
り

至黒磯

至小山 至茂木

至県庁
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栃木県土地改良会館

会館所在図

平成５年８月竣工

連絡先及び所在地
水土里ネットとちぎ（栃木県土地改良事業団体連合会）〒321-0901 栃木県宇都宮市平出町１２６０番地

●ホームページアドレス

スマホでもご覧いただけます

https://www.tcgdoren.or.jp/

●❼ 2026.04

水土里ネットとちぎの概要水水水土土里ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要ネットとちぎの概要

MIDORI
NET
TOCHIGI

令和8年度

とちぎ

栃木県土地改良事業団体連合会

大区画化等推進協議会
　農業の生産性向上と地域計画の実現に向けて、農用地の
大区画化等に関する諸施策・事業を総合的かつ効果的に推
進し、担い手への農地の集積・集約化のための基盤づくりを
関係機関と連携しながら進めます。

栃木県農地水多面的機能保全推進協議会
　農業・農村が持つ多面的機能（国土保全・水源涵養・景
観・生物多様性など）を維持・発揮するため、農地、水路、農
道などの地域資源や農村環境の保全活動、農業水利施設
の長寿命化に取り組む活動組織を支援します。

本会は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基
づいた発注関係事務（設計積算から監督、検査等）を適正か
つ公正に行うことができる発注者支援機関として認定され
ています。技術職員が不足する会員に代わって、農業農村整
備事業の工事に必要な調査・計画・測量・設計等の業務に加
え、施工に係る工事監督等を代行します。

発注者支援室（代行施行への取り組み）
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関係機関と連携しながら進めます。

栃木県農地水多面的機能保全推進協議会
　農業・農村が持つ多面的機能（国土保全・水源涵養・景
観・生物多様性など）を維持・発揮するため、農地、水路、農
道などの地域資源や農村環境の保全活動、農業水利施設
の長寿命化に取り組む活動組織を支援します。

本会は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基
づいた発注関係事務（設計積算から監督、検査等）を適正か
つ公正に行うことができる発注者支援機関として認定され
ています。技術職員が不足する会員に代わって、農業農村整
備事業の工事に必要な調査・計画・測量・設計等の業務に加
え、施工に係る工事監督等を代行します。

発注者支援室（代行施行への取り組み）
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種業務登録を受け、発注者である会員の支援に務めております。
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一級建築士事務所
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農業農村整備事業発注者支援機関認定
第4００２号 令和8年3月30日
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各 種 資 格 取 得 一 覧

皆様のお役に立つため技術向上を目指します

農業振興事務所
管　　内　　図
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那須町

那須塩原市

大田原市
日光市

鹿沼市
宇都宮市

矢板市
塩谷町

那珂川町

那須烏山市
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下都賀

上都賀

河内

那須

安足

芳賀

事 務 分 掌

総務企画部

◇総務課
●総会をはじめ理事会・監事会などの

諸会議の開催
●予算の編成・執行・管理及び決算事務
●農業農村整備事業の広報・普及・啓

発に関する業務
●受委託契約に関する業務
●とちぎ水土里ネット女性の会に関す

る業務
●複式簿記会計サポートセンターに関

する業務
●土地改良区機能強化支援事業（財

務・相談・水土里ビジョン関係）に関す
る事項

●男女共同参画に関する事項
●栃木県大区画化等推進協議会に関

する事項

◇換地課
●換地業務・農用地集団化事業・交換

分合に係る技術指導及び支援
●国・県営土地改良事業の換地業務へ

の協力
●経営体育成促進換地等調整事業
●土地改良区機能強化支援事業（換地

関係）
●農地中間管理事業との連携及び支援
●大区画化等加速化支援事業に関する

事項

◇農村整備課
●土地改良事業（生産基盤整備）に係

る技術提案及び支援
●農業農村整備事業計画調査及び団体

営調査設計事業
●農村地域防災減災事業　　　　　
（農業生産基盤・農村生活環境整備）

●土地改良施設維持管理適正化事業（事
業実施）に関する事項

●大区画化等加速化支援事業に関する
事項

◇発注者支援室
●受託事業の推進に関する事項
●会員のサポートに関する事項
●水利権更新に関する技術指導及び

受託事業に関する事項
●会員から委託を受けて行う土地改良

事業の工事

◇測量課
●確定測量業務の受託業務に関する

事項
●地区界確定業務の受託業務に関する

事項
●路線・用地測量業務の受託業務に関

する事項
●他部課に属さない測量業務に関する

事項

事業部

役 員 （任期：令和9年３月３１日）

会の機構
農業農村
整備部会 理 事 会 監 事 会

顧 問

（ 農の構造転換
  促進担当特任）

会 長

専 務 理 事

常 務 理 事

事 務 局

総 会

職 員 数

◇企画情報課
●業務推進に関する情報の収集・分析・

管理
●成果品の審査及び品質管理
●農業水利施設保全管理情報（Web 

GIS）の整備・管理・運用
●土地改良施設維持管理適正化事業
（事務）に関する事項

●多面的機能支払交付金に係る地域
協議会などの業務

●土地改良区機能強化支援事業（技術
実践向上研修・水土里ビジョン関係）
に関する事項

●大区画化等加速化支援事業に関す
る事項

●栃木県大区画化等推進協議会に関
する事項

◇施設保全課
●土地改良事業（施設保全管理）に係

る技術提案及び支援
●農業集落排水事業に係る技術提案

及び支援
●農業用ため池防災減災対策推進事業
●農村地域防災減災事業（農業用施設
管理・地域資源保全等）

●農業水路等長寿命化・防災減災事業
●とちぎため池保全サポートセンターに

関する業務
●土地改良区機能強化支援事業（施設

管理・水土里ビジョン関係）に関する
事項

・管理運営体制強化委員会
・受益農地管理強化委員会
・栃木県土地改良事業推進協議会
・栃木県農地水多面的機能保全推進協議会
・栃木県大区画化等推進協議会
・とちぎ水土里ネット女性の会

令和8年度 水土里ネットとちぎ事務局機構

農 村 整 備 課

指導・広報担当

総務・会計担当

事 務 局

計 画 担 当

事 業 担 当

施 設 保 全 課
施設保全担当

集落排水担当

事 業 部

事 業 調 整 監

測 量 担 当

総 務 企 画 部

発注者支援室

測 量 課

総 務 課

事業推進担当

水土里情報担当

多面的交付金担当

計 画 担 当

事 業 第１担 当

事 業 第 2 担 当

企 画 情 報 課

（複式簿記会計サポートセンター）

換 地 課

（建築士事務所）
とちぎ ため 池
保 全 サポ ート
セ ン タ ー

役職名 氏      名 所                属 役職名 氏      名 所                属
会　　長 佐藤      勉 学識経験者 理      事 広田茂十郎 益子町長
副 会 長 星野   光利 上三川町長 〃 福田   洋一 小山用水土地改良区理事長
〃 岡本   芳明 清原南部土地改良区理事長 〃 松井   正一 鹿沼市長

専務理事 藤沼   良彰 学識経験者 〃 加藤   雄次 日光市土地改良区理事長
常務理事 冨山   英幸 学識経験者 〃 中村   卓資 さくら市長
理      事 川俣   純子 学識経験者 〃 田﨑   次男 喜連川土地改良区理事長
〃 大平   康市 那須町土地改良区理事長 〃 石川   弘幸 三栗谷用水土地改良区理事長
〃 金子      裕 佐野市長 〃 益子　純恵 那珂川町長
〃 相馬   憲一 大田原市長 代表監事 久郷      浩 荒川南部土地改良区理事長
〃 小菅   一弥 壬生町長 監      事 髙松   秀夫 芳賀町土地改良区理事長
〃 江原   恵美 学識経験者 〃 池田   真久 学識経験者

（令和8年4月1日現在）
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●農村地域防災減災事業　　　　　
（農業生産基盤・農村生活環境整備）

●土地改良施設維持管理適正化事業（事
業実施）に関する事項

●大区画化等加速化支援事業に関する
事項

◇発注者支援室
●受託事業の推進に関する事項
●会員のサポートに関する事項
●水利権更新に関する技術指導及び

受託事業に関する事項
●会員から委託を受けて行う土地改良

事業の工事

◇測量課
●確定測量業務の受託業務に関する

事項
●地区界確定業務の受託業務に関する

事項
●路線・用地測量業務の受託業務に関

する事項
●他部課に属さない測量業務に関する

事項

事業部

役 員 （任期：令和9年３月３１日）

会の機構
農業農村
整備部会 理 事 会 監 事 会

顧 問

（ 農の構造転換
  促進担当特任）

会 長

専 務 理 事

常 務 理 事

事 務 局

総 会

職 員 数

◇企画情報課
●業務推進に関する情報の収集・分析・

管理
●成果品の審査及び品質管理
●農業水利施設保全管理情報（Web 

GIS）の整備・管理・運用
●土地改良施設維持管理適正化事業
（事務）に関する事項

●多面的機能支払交付金に係る地域
協議会などの業務

●土地改良区機能強化支援事業（技術
実践向上研修・水土里ビジョン関係）
に関する事項

●大区画化等加速化支援事業に関す
る事項

●栃木県大区画化等推進協議会に関
する事項

◇施設保全課
●土地改良事業（施設保全管理）に係

る技術提案及び支援
●農業集落排水事業に係る技術提案

及び支援
●農業用ため池防災減災対策推進事業
●農村地域防災減災事業（農業用施設
管理・地域資源保全等）

●農業水路等長寿命化・防災減災事業
●とちぎため池保全サポートセンターに

関する業務
●土地改良区機能強化支援事業（施設

管理・水土里ビジョン関係）に関する
事項

・管理運営体制強化委員会
・受益農地管理強化委員会
・栃木県土地改良事業推進協議会
・栃木県農地水多面的機能保全推進協議会
・栃木県大区画化等推進協議会
・とちぎ水土里ネット女性の会

令和8年度 水土里ネットとちぎ事務局機構

農 村 整 備 課

指導・広報担当

総務・会計担当

事 務 局

計 画 担 当

事 業 担 当

施 設 保 全 課
施設保全担当

集落排水担当

事 業 部

事 業 調 整 監

測 量 担 当

総 務 企 画 部

発注者支援室

測 量 課

総 務 課

事業推進担当

水土里情報担当

多面的交付金担当

計 画 担 当

事 業 第１担 当

事 業 第 2 担 当

企 画 情 報 課

（複式簿記会計サポートセンター）

換 地 課

（建築士事務所）
とちぎ ため 池
保 全 サポ ート
セ ン タ ー
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本会は、会員の信頼確保と品質満足度の向上を図るため、必要な資格の取得と法的な各
種業務登録を受け、発注者である会員の支援に務めております。

栃木県知事登録

一級建築士事務所
（Aト）第1737号 令和６年６月１５日

関東協議会長認定

農業農村整備事業発注者支援機関認定
第4００２号 令和8年3月30日

業 務 登 録

各 種 資 格 取 得 一 覧

皆様のお役に立つため技術向上を目指します

農業振興事務所
管　　内　　図

会 員

那須町

那須塩原市

大田原市
日光市

鹿沼市
宇都宮市

矢板市
塩谷町

那珂川町

那須烏山市
高根沢町

茂木町市貝町
芳賀町

益子町

真岡市
上三川町

下野市栃木市

佐野市

足利市

野木町

小山市

壬生町

さくら市
塩谷南那須

下都賀

上都賀

河内

那須

安足

芳賀

事 務 分 掌

総務企画部

◇総務課
●総会をはじめ理事会・監事会などの

諸会議の開催
●予算の編成・執行・管理及び決算事務
●農業農村整備事業の広報・普及・啓

発に関する業務
●受委託契約に関する業務
●とちぎ水土里ネット女性の会に関す

る業務
●複式簿記会計サポートセンターに関

する業務
●土地改良区機能強化支援事業（財

務・相談・水土里ビジョン関係）に関す
る事項

●男女共同参画に関する事項
●栃木県大区画化等推進協議会に関

する事項

◇換地課
●換地業務・農用地集団化事業・交換

分合に係る技術指導及び支援
●国・県営土地改良事業の換地業務へ

の協力
●経営体育成促進換地等調整事業
●土地改良区機能強化支援事業（換地

関係）
●農地中間管理事業との連携及び支援
●大区画化等加速化支援事業に関する

事項

◇農村整備課
●土地改良事業（生産基盤整備）に係

る技術提案及び支援
●農業農村整備事業計画調査及び団体

営調査設計事業
●農村地域防災減災事業　　　　　
（農業生産基盤・農村生活環境整備）

●土地改良施設維持管理適正化事業（事
業実施）に関する事項

●大区画化等加速化支援事業に関する
事項

◇発注者支援室
●受託事業の推進に関する事項
●会員のサポートに関する事項
●水利権更新に関する技術指導及び

受託事業に関する事項
●会員から委託を受けて行う土地改良

事業の工事

◇測量課
●確定測量業務の受託業務に関する

事項
●地区界確定業務の受託業務に関する

事項
●路線・用地測量業務の受託業務に関

する事項
●他部課に属さない測量業務に関する

事項

事業部

役 員 （任期：令和9年３月３１日）

会の機構
農業農村
整備部会 理 事 会 監 事 会

顧 問

（ 農の構造転換
  促進担当特任）

会 長

専 務 理 事

常 務 理 事

事 務 局

総 会

職 員 数

◇企画情報課
●業務推進に関する情報の収集・分析・

管理
●成果品の審査及び品質管理
●農業水利施設保全管理情報（Web 

GIS）の整備・管理・運用
●土地改良施設維持管理適正化事業
（事務）に関する事項

●多面的機能支払交付金に係る地域
協議会などの業務

●土地改良区機能強化支援事業（技術
実践向上研修・水土里ビジョン関係）
に関する事項

●大区画化等加速化支援事業に関す
る事項

●栃木県大区画化等推進協議会に関
する事項

◇施設保全課
●土地改良事業（施設保全管理）に係

る技術提案及び支援
●農業集落排水事業に係る技術提案

及び支援
●農業用ため池防災減災対策推進事業
●農村地域防災減災事業（農業用施設
管理・地域資源保全等）

●農業水路等長寿命化・防災減災事業
●とちぎため池保全サポートセンターに

関する業務
●土地改良区機能強化支援事業（施設

管理・水土里ビジョン関係）に関する
事項

・管理運営体制強化委員会
・受益農地管理強化委員会
・栃木県土地改良事業推進協議会
・栃木県農地水多面的機能保全推進協議会
・栃木県大区画化等推進協議会
・とちぎ水土里ネット女性の会

令和8年度 水土里ネットとちぎ事務局機構

農 村 整 備 課

指導・広報担当

総務・会計担当

事 務 局

計 画 担 当

事 業 担 当

施 設 保 全 課
施設保全担当

集落排水担当

事 業 部

事 業 調 整 監

測 量 担 当

総 務 企 画 部

発注者支援室

測 量 課

総 務 課

事業推進担当

水土里情報担当

多面的交付金担当

計 画 担 当

事 業 第１担 当

事 業 第 2 担 当

企 画 情 報 課

（複式簿記会計サポートセンター）

換 地 課

（建築士事務所）
とちぎ ため 池
保 全 サポ ート
セ ン タ ー

区分 資格名称 保有者数

会計経理関係 日商簿記検定2級 7名
会計指導員 13名

測量関係

測量士 12名
測量士補 55名
地理空間情報専門技術者認定（基準点1級） 1名
地理空間情報専門技術者認定（基準点2級） 1名
農業農村地理情報システム技士 5名

換地関係 土地改良換地士 21名
地籍主任調査員 2名

設計関係

土地改良専門技術者 10名
農業土木技術管理士 14名
技術士補 10名
1級土木施工管理技士 7名
2級土木施工管理技士 16名
2級ビオトープ計画管理士 6名
2級ビオトープ施工管理士 3名
畑地かんがい技士 1名
コンクリート技士 1名

建築関係 1級建築士 1名
2級建築工事施工管理技士 1名

施工管理
関　　係

監理技術者（一級土木施工管理技士） 3名
1級管工事施工管理技士 1名
2級管工事施工管理技士 1名
第 2種酸素欠乏作業主任者 5名
酸素欠乏 ･硫化水素危険作業主任者 6名

電気関係
2級電気工事施工管理技士 1名
第 2種電気工事士 6名
第 3種電気主任技術者 1名

集落排水
関　　係

上級農業集落排水計画設計士 3名
農業集落排水計画設計士 1名
浄化槽設備士 3名
浄化槽管理士 6名
浄化槽技術管理者 6名

維持管理
関　　係

農業用ため池管理保全技士 10名
農業水利施設機能総合診断士 5名
農業水利施設補修工事品質管理士 8名
環境計量士 1名

（令和8年4月1日現在）
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全国に約4
100ある土地改良区等と全国土地改良事業団体連合会及び47の౎ಓ෎県土地改良事
業団体連合会のѪশで、ਓ、෺、情報のͭな͕りにΑり、地域ॅຽ΍౎ॅࢢຽと連携	ネットϫーΫ
͠ て、
ʮਫʯɾʮ౔ʯɾʮཬʯを࡞りग़͠、地域に開かΕ、Αり਎ۙにײじて΋ら͑る૊৫を໨指͠ております。

大正຤ظ、本県におけるߞ地事業͕ߞ地整理を中৺と͠ 、ඈ༂的な発లを
਱͛た͜とにΑりߞ地整理૊合͕多਺設ཱさΕま͠ た。ߞ地整理事業の݈全
な発లとߞ地整理૊合ฒびにͦの他の事業者の連བྷ、協調、共同の利ӹ૿進
を໨的に、大正1�年4月に本会のલ਎である೚ҙ団体ʮ栃木県ߞ地協会ʯ͕
設ཱさΕま͠ た。

ͦの͜ޙの協会は、ઓ中、ઓޙの৯ྐ૿産の国策にԊいߞ地整理、土地改
良事業の啓発普及、推進を図ͬて͖ま͠ た。ত和�1年10月にはlࣾ団法ਓzへ
૊৫ม更͠、ত和�4年の土地改良法施行を機にʮࣾ団法ਓ栃木県土地改良
協会ʯと໊শม更いた͠ま͠ た。

ত和3�年に土地改良法͕改正さΕ、土地改良事業団体連合会͕法੍化さ
Εたのに൐い、ཌ年�月1�日に౰࣌の農ྛলΑり設ཱ認Մを受け、同年�月
にࣾ団法ਓ栃木県土地改良協会をղ͠ࢄ、ʮ栃木県土地改良事業団体連合
会ʯ͕ 設ཱ	登記
さΕたのであります。

Ԋ ֵ

事 業
（1）会員の行う土地改良事業	農業集落排水事業等のෟଳ事業をؚΉ。ҎԼ

同じ
に関する技術的な指導ͦの他の援ॿ
（�）会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事
（3）土地改良事業に関するڭ育及び情報の提ڙ
（4）土地改良事業に関する調査及び研ڀ
（�）国ຢは栃木県の行う土地改良事業に対する協力
（�）農地の集団化の指導঑ྭ
（7）ͦ の他、本会設ཱの໨的をୡ成するため必要な事業

๏ਓͱ
ͯ͠ͷ
ੑ ɾ֨໨త

本会は、土地改良法にΑり設ཱ͕認めらΕたެӹ性を強͘༗するಛผな法
ਓであります。なお、法ਓと͠ ての性格は、૊৫ܗଶ等からࣾ団法ਓにҐஔ付
けらΕ、土地改良事業を行う者の協同૊৫と͠ て、土地改良事業の適੾かͭ
ޮ཰的な運営を確保͠、共同の利ӹを૿進する͜とを໨的と͠ ています。

本会は、ͦ の本ࢫにଈ͠た運営を確保するため、࣍ の̏ ఺をݪଇと͠ ており
ます。

（1）営利を໨的と͠ ない
（�）会員͕೚ҙに加ೖ͠、または୤ୀする͜と͕で͖る
（3）会員の議決権͕ฏ等である͜と

ࢧ ԉ ମ ੍ の ֬ อ 水 土 里ネットと͸

　ିआ対রදの࡞成（複式簿記会計の導ೖ）΍監査等に関する相談体੍を整͑る΄か、会計指導員等を活用͠
た指導等を行います。

ෳࣜ฽هձܭαϙʔτηϯλʔ

相 談 内 容
会計書類の作成に関する相談

会計ソフト（操作除く）に関する相談

資産評価に関する相談

監査に関する相談
ձࢦܭಋһɾ੫ཧ士

αϙʔτηϯλʔ

౔஍վྑ۠౳

ʢݝ౔࿈಺ʣ
૬ஊ

ձܭॻྨͷ࡞੒ʹ関͢Δ૬ஊ
ձܭιϑτʢૢ࡞আ͘ʣʹ 関͢Δ૬ஊ

ධՁʹ関͢Δ૬ஊ࢈ࢿ
؂ࠪʹ関͢Δ૬ஊ

ి࿩ɾϝʔϧʹΑΔ

ి࿩ɾϝʔϧɾ๚໰౳ʹΑΔ

ಋࢦ

　ため池の適正な保全管理のための啓発ฒびに災֐発生
のະવ防ࢭを図るための技術的支援を行い、ため池の保全
管理体੍を強化͠ています。
　౰センターでは、地域の防災・減災に໾ཱてていたͩ͘た
め、ઐ໳技術者にΑる相談૭ޱ΍ݱ地のॿݴ・技術指導等
を全力でサポート͠ ます。

ͱͪ͗ͨΊ஑อશαϙʔτηϯλʔ

ʮਫʯɾɾɾɾɾ農業༻ਫɾ஍Ҭ༻ਫͳͲ
ʮ౔ʯɾɾɾɾɾ౔஍ɾ農஍ɾ౔৕ͳͲ
ʮཬʯɾɾɾɾɾ農村ۭؒɺ農Ո΍஍Ҭॅຽ͕一ମͱͳͬͨ
ɹɹɹ ੜۭؒ׆ͳͲ

Έ
Ͳ
Γ
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河宇農業共済

雷電神社

N

栃木県土地改良会館

会 ؗ ॴ ࡏ ਤ

平成５年８月竣工

࿈ བྷ ઌ ٴ ͼ ॴ ࡏ ஍
水土里ネットとちぎʢಢ໦ݝ౔஍վྑ事業ஂମ࿈߹ձʣ〒321-0901 栃木県宇都宮市平出町１２６０番地

●ホームページアドレス

スマホでもご覧いただけます

https://www.tcgdoren.or.jp/

●⁤ 2026.04

水土里ネットとちぎの概要

MIDORI
NET
TOCHIGI

ྩ࿨�೥౓

とちぎ

ಢ໦ݝ౔஍վྑ事業ஂମ࿈߹ձ

େ۠ըԽ౳ਪਐٞڠձ
　農業の生産性向上と地域計画の実ݱに向けて、農用地の
大区画化等に関する諸施策・事業を総合的かͭޮ果的に推
進͠、୲いखへの農地の集 ・ੵ集約化のための基盤ͮ り͘を
関係機関と連携͠な͕ら進めます。

ಢ໦ݝ農஍ਫଟ໘త機ೳอશਪਐٞڠձ
　農業・農村͕持ͭ多面的機能（国土保全・水ݯᔻཆ・ܠ
するため、農地、水路、農ش生෺多༷性など）を維持・発・؍
ಓなどの地域資ݯ΍農村環境の保全活ಈ、農業水利施設
の長ण໋化に取り૊Ή活ಈ૊৫を支援͠ます。

本会は、ʮެ共工事の品質確保の促進に関する法཯ʯに基
ͮいた発注関係事務（設計ੵ算から監ಜ、ݕ査等）を適正か
ͭެ正に行う͜と͕で͖る発注者支援機関と͠ て認定さΕ
ています。技術৬員͕ෆ足する会員に୅Θͬて、農業農村整
備事業の工事に必要な調査・計画・測量・設計等の業務に加
͑、施工に係る工事監ಜ等を୅行͠ます。

発注者支援 ʢࣨ୅ߦࢪߦ΁ͷऔΓ૊Έʣ
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